
○　主文
一　本件控訴をいずれも棄却する。
二　控訴費用は控訴人らの負担とする。
○　事実
一　当事者の求めた裁判
１　控訴人ら
（一）　原判決を取り消す。
（二）　控訴人らが昭和五八年六月二五日に建築基準法六条に基づいて被控訴人津
幡町長に対してした建築確認申請について、同被控訴人が何らの処分をしないこと
が違法であることを確認する。
（三）　控訴人らが昭和五八年一一月一日に都市計画法二九条に基づいて被控訴人
津幡町長に対してした開発許可申請について、同被控訴人が何らの処分をしないこ
とが違法であることを確認する。
（四）　控訴人らが昭和五八年一一月一日に農地法四条に基づいて被控訴人津幡町
農業委員会に対してした農地転用許可後の事業計画変更承認申請について、同被控
訴人が何らの処分をしないことが違法であることを確認する。
（五）　訴訟費用は、第一・二審とも被控訴人らの負担とする。
２　被控訴人ら
主文同旨
二　当事者の主張
当事者双方の主張は、次のとおり付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるか
ら、これをここに引用する。
１　控訴人らの主張
（一）　控訴人らの本件各申請の経緯
（１）　控訴人らは、昭和五四年一二月以来、石川県河北郡＜地名略＞地内に旅館
を建築し、ホテルクイーンの名称で旅館業を営んでいる。このホテルの規模は、土
地一一五七平方メートル、建物延八二四平方メートルであるが、昭和五八年六月に
さらに八二六平方メートルの建物を増築するために、従来駐車場用地としていた土
地八六七平方メートル上に建物を建築する計画を立て、同月二五日、建築基準法六
条に基づき、石川県建築主事宛の建築確認申請書を被控訴人津幡町長（以下「被控
訴人町長」という）に提出した。
（２）　これに対し被控訴人町長は、昭和五八年七月一一日付で津幡町社会環境整
備等に関する条例に基づき計画の中止を勧告したが、控訴人らは、右条例が憲法や
法令に違反するとしてこれに応じなかつた。そこで同町長は、津幡町都市計画課長
名で「建築確認の申請書の受理について」と題する書面を発し、農地法四条による
用途変更の手続及び開発行為の許可申請をするよう行政指導をした。しかし、当該
土地はすでに農地法上の許可を得ている土地に隣接する土地であつて、当該土地に
ついてもすでに農地法四条の転用許可を得て駐車場としていたから、改めて転用許
可を得る必要はなく、申請手続をするとしても形式的な審査で足りるものであるこ
と、開発行為許可申請についても両土地面積を合算すれば右許可の対象になるけれ
ども、今回は単独申請であつてその必要はないはずであり、控訴人らとしては右指
導はいずれも納得できなかつたが、一応右指導に基づいて同年一一月一日、農地法
四条に基づいて石川県知事宛の農地転用許可後の事業計画変更申請を被控訴人津幡
町農業委員会（以下「被控訴人委員会」という）に、都市計画法二九条に基づき同
知事宛の開発許可申請を被控訴人町長に、それぞれ提出した。
（二）　被控訴人町長の不作為
（１）　本件建築確認申請は、石川県建築主事宛で被控訴人町長に提出されている
が、これは同町には建築主事がおかれていないため、建築基準法施行細則二条及び
従来の慣行に従つたものであり、控訴人らが昭和五四年一二月一三日に建築確認を
得たときも同町長に申請書を提出し、確認を受けている。
（２）　被控訴人町長は建築主事から機関委任されており、事務処理要綱に基づい
て事実上町長が建築確認の審査を行つているのであるから、町長は法令に基づく申
請がなされたときは、審査の上建築主事に進達する義務がある。したがつて、町長
の対応によつて申請者に直接権利義務が生ずることになるから、町長は申請に対し
て応答すべき義務がある。
（３）　しかるに、同町長は、条例の趣旨に反するからといつて中止を勧告し、さ
らにこれに従わないとして、申請書類を返却したものであつて、建築主事は右申請
があつた事実も知らされていない。つまり町長は建築主事の審査を受ける機会も与



えず、本件申請を握りつぶしたものである。
（４）　被控訴人町長は、建築主事に直接申請できると主張するが、法令に基づい
て本件申請がなされている以上、別に直接申請の道があるとしても町長の不作為が
違法であることを免責するものではない。しかも同町長は、右申請書類の返却にあ
たり、改めて建築主事に再提出できるとか、建築審査会に審査請求できるとか、右
返却行為がなんらかの処分にあたるとすれば、どのような不服申立方法があるか等
についてなんらの教示もしていない。申請書類を一方的に返却することによつて申
請行為が消滅するわけではなく、同町長はいまだになんらの応答もしていないか
ら、現在も不作為状態にあり、右不作為が違法であることは明らかである。
（５）　控訴人らは、被控訴人町長の行政指導により、同町長に対し、県知事宛の
開発行為許可申請書を提出したが、津幡町都市計画課は昭和五八年一二月に「施設
増築計画について勧告した主旨により、申請は受理できないので関係書類を返戻す
る」旨通知し、控訴人らが異議を申し立てたところ、昭和五九年二月に「旅館増築
計画の申請について、たとえ合法的とはいえ、必ずしも増築が適切であると判断し
かねる」として、再度提出した申請書を返戻した。右申請書の返戻についても同町
長は、前同様なんらの教示もせず、応答義務に反しているから、その不作為は違法
である。
（三）　被控訴人委員会の不作為
（１）　控訴人らは、被控訴人委員会に対し、農地転用許可後の事業計画変更申請
書を提出しているが、「農地転用許可後の転用事業の促進等に関する事務処理につ
いて」という通達によると、
（１）　事業計画変更申請書は、農業委員会を経由して都道府県知事にそれぞれ提
出させる。
（２）　転用事業者の変更前の事業計画について関係者の同意、又は意見を得てい
る場合等の同意書、又は意見書の写しを添付する。
（３）　経由庁は、申請書を受理したときは、申請に係る事業計画変更についての
意見を付して、これを許可権者に進達する。
（４）　許可権者は、経由庁から進達された申請書を受理したときは、その内容を
審査し、必要があれば現地調査等を行い、承認・不承認を決定し、経由庁を経由し
て申請者に通知する。
などとされており、これに基づくものである。
（２）　右通達により、被控訴人委員会は、法令に基づいて申請書が提出された場
合は、要件の具備について審査し、これが整つている以上、裁量の余地はなく、意
見書を付して申請書の提出のあつた日の翌日から四〇日以内に、農地法施行規則四
条三項、二条三項に基づき、県知事に進達する義務がある。
（３）　その場合、土地改良区の地区内にあるときだけ土地改良区の意見書の添付
が必要であるが、それ以外の同意書の添付は必要ではなく（農地法施行規則四条二
項）、土地改良区の意見書についても、意見を求めた日から三〇日経過してもその
意見が得られないときは、その事由を記載した書面を添付すればよいとされている
（同条二項但書）から、右意見書の添付も絶対的必要要件ではない。したがつて、
控訴人らの右申請は、県知事の審査を受けられる状態にあるから、同委員会はこれ
を県知事に進達すべきことは明らかである。
（４）　しかるに、同委員会は、控訴人らから右申請書を提出されたのに、県知事
に進達せず、前記津幡町都市計画課と同様に関係書類を返戻する旨通知し、控訴人
らが異議を述べて再度提出した申請書も返戻した。被控訴人委員会の右処置は、行
政指導の枠を超えて、県知事の審査を受ける機会を奪い、控訴人らの申請を握りつ
ぶしたものであつて、その不作為が違法であることは明らかである。
（５）　被控訴人委員会は、同委員会が審査をしない場合でも農地法施行規則四条
三項（二条四項）により直接知事に申請書を提出することができると主張する。し
かし、右規定は「四〇日以内に農業委員会の総会が開かれる見込みのないことが明
らかなとき、その他相当の事由があるときは、農業委員会を経由しないですること
ができる」というものであり、本件の場合には該当しないし、国民が農業委員会に
申請書を提出しても総会が開かれない場合等の救済措置を定めたものであつて、法
令に基づいて農業委員会に提出された申請書に対して同委員会の応答義務を免除し
た規定ではない。しかも本件の場合、同委員会は、控訴人らの申請書を返戻するに
あたつて、直接知事に申請書を提出できる旨を教示してもいない。したがつて、同
委員会の不作為が違法であることに変わりはない。
（四）　被控訴人らは、控訴人らの各申請につき、必要書類が具備していなかつた



ため、不受理として返戻したと主張するが、書類不備に理由がないことは前述した
とおりであり、補正のための返戻としても、行政庁は別途却下等なんらかの処分を
行う義務があり、補正の期限の徒過は申請の撤回にはならないから、控訴人らが撤
回の意思を表示しない以上、行政庁としては応答の義務が引き続き存在するもので
あつて、その不作為は違法である。
（五）　建築確認申請については建築主事、事業計画変更許可及び開発行為許可申
請については県知事が処分権者であるから、これらの者が不作為の当事者となると
の見解も考えられるが、本件は建築主事や県知事の審査を受ける前の段階で被控訴
人らの不作為が問題となつているのであるから、被控訴人らの進達は、控訴人らの
権利義務の形成に直接関係する重要な問題である。経由庁を通す行政手続におい
て、経由庁が不作為を継続しても、経由庁は処分権者でないとの理由で、なんらの
応答義務もなく、不当な理由で申請書を返戻しても違法でないとして免責され、し
かも、受理できない理由や提出すべき行政庁を教示する等の適切な措置をとる必要
もないというのでは、国民の権利は画餅に帰することになる。
２　被控訴人らの主張
控訴人らの前記各主張はいずれも争う。
三　証拠（省略）
○　理由
一　当裁判所も控訴人らの本件訴えはいずれも訴訟要件を欠き、不適法として却下
すべきものと判断するところ、その理由は次のとおり付加するほか、原判決理由説
示のとおりであるから、これをここに引用する。
二　行政事件訴訟法三条五項に定める不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に
基づく申請に対し、相当期間内に何らかの処分をなすべき応答義務を負つているこ
とを当然の前提として、行政庁が右応答義務に違反している状態が認められる場合
に、裁判所が違法を確認し、行政庁に対し申請について何らかの処分を行う義務を
課すことにより、右処分に対する取消訴訟を可能にすることを目的とするものであ
る。したがつて、右訴えの相手方、すなわち被告適格を有するものは、申請に対応
する処分をすべき義務のある行政庁（処分権限者）であり、また右にいう処分と
は、申請者その他国民の具体的権利義務を形成し又は確定する効力を有する行為と
解するのが相当である。
三　そこで本件各申請について検討する。
１　本件建築確認申請について
（一）　石川県では、建築基準去施行細則（昭和四八年六月一日規則第四二号）二
条により、建築主事に提出する申請書等は、当該申請に係る建築物の所在する区域
を管轄する市町村長及び土木事務所長を経由しなければならないと定め、市町村建
築行政事務処理要綱及び土木事務所における建築基準法関係事務処理要領により、
建築確認申請を受け付けた市町村長は、市町村処理事項（（１）申請書の内容を調
査して受付、（２）処理簿の記入、（３）消防長又は消防署長の同意、（４）関係
各課へ合議、（５）証明書の添付）を処理したうえ、申請書等を土木事務所に送付
することとされ、土木事務所において始めて申請書の受理が行われ、各手続を経て
内容の審査を行い、土木事務所で確認するものを処理し、本庁が確認すべきもの
は、確認審査経過調書を記載して申請書を本庁に進達し、本庁で確認した場合も再
び土木事務所に送付され、同事務所から確認通知書を市町村に送付し、市町村から
申請者に交付される手続が定められている。
（二）　しかし、建築基準法六条一項によれば、建築主は、一定規模の建築物を建
築（増築等を含む）しようとする場合においては、確認の申請書を提出して建築主
事の確認を受けなければならないとされており、津幡町には建築主事が置かれてい
ないから、同法四条五項により石川県知事の指揮監督の下に置かれた建築主事に対
し申請することになるところ、同法は右のように建築主事に直接申請する建前をと
つており、具体的委任規定を置いていないが、同法四条によれば、建築主事を置く
ことは地方公共団体の事務であるところ、建築主事の機構について同法は何らの規
定もしていないから、建築主事の機構を整備することも、地方公共団体の事務に属
するというべきであり、石川県の定めた前記細則は、地方自治法一五条により、地
方公共団体の長が、その権限に属する事務に関し、規則を制定し、建築主事の機構
の整備の一環として市町村長に申請書の受理権限を与えたものと解するのが相当で
ある。
（三）　そして、建築主事は、建築基準法により建築確認等の行政処分を行う権限
を与えられた行政庁であり、指揮監督権を有する知事等が代行することも、建築主



事が他の職員にその権限を委任することも許されないから、前記細則等による市長
村長の受理及び審査は、建築主事の一機構としての行為というべきである。したが
つて、市町村長が土木事務所に申請書を送付し、あるいはこれを送付しない行為
は、行政機関相互間の行為に過ぎず、国民の権利義務を形成し、又は確定する効力
を有する行政処分とはいえない。また、申請者が市町村長に申請書を提出すれば、
法的には建築主事に申請したと同一の効果が生ずるとみるのが相当であり、建築主
事は、市町村長あるいは土木事務所から申請書の送付がないことをもつて申請を受
理していないと主張することは許されないというべきである。
（四）　控訴人会社は、被控訴人町長に対してした本件建築確認申請について、同
被控訴人が何らの処分をしないことが違法であると主張するが、控訴人会社が同被
控訴人に本件建築確認申請書を提出したことにより、石川県建築主事に申請がなさ
れたと同一の効果が生じているものというべきであり、同建築主事において何らか
の応答をする義務はあるが、同被控訴人は処分権限者ではないから、本件確認申請
に対する不作為の違法を主張するのであれば、建築主事を被告とすべきであり、同
被控訴人は被告適格を有しない。また、同被控訴人が土木事務所長に申請書を送付
する行為は行政処分といえないから、この点でも訴訟要件を欠くものというべきで
あり、控訴人会社の右主張はいずれも理由がない。
２　本件開発行為許可申請について
（一）　都市計画法二九条は、市街化区域又は市街化調整区域において開発行為を
しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないとし、同法三〇条
は、開発許可を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を都道府県知事
に提出しなければならないと定め、直接知事に申請することとされているところ、
石川県都市計画施行細則（昭和四五年六月二〇日規則三七号）は、右申請につき市
町長を経由して提出し、これを受理した市町長は、所定の事項について調査したう
え、意見を付して当該管轄の土木事務所長へ進達することを定めているが、右細則
は、地方自治法一五条により、地方公共団体の長が、その権限に属する事務に関
し、規則を制定し、知事の機構の整備の一環として市町長に申請書の受理権限を与
えたものと解するのが相当である。
（二）　したがつて、前記細則等による市町長の受理及び調査は知事の一機構とし
ての行為というべきであり、被控訴人町長の土木事務所長への進達行為は、行政機
関相互間の行為に過ぎず、国民の権利義務を形成し、又は確定する効力を有する行
政処分とはいえないこと、そして申請者が市町長に申請書を提出すれば、知事に申
請したものとみるべきであることは、前記建築確認申請の場合と同様である。した
がつて、控訴人会社が被控訴人町長に対してした本件開発行為許可申請について、
同被控訴人が何らの処分をしないことが違法であると主張するならば、同被控訴人
は処分権限者ではなく、同被控訴人は被告適格を有しないから、石川県知事を被告
とすべきであり、同被控訴人自身の不作為の違法を主張するとしても、同被控訴人
が土木事務所に申請書を進達する行為は行政処分といえないから、訴訟要件を欠
き、控訴人会社の右主張はいずれも理由がない。
３　本件農地転用許可後の事業計画変更承認申請について
（一）　農地法四条一項は、農地を農地以外のものにする者は、省令で定める手続
に従い、都道府県知事の許可を受けなければならないと定め、同法の委任を受けた
農地法施行規則（昭和二七年一〇月二〇日農令七九－省令）は、農地法四条一項の
許可を受けようとする者は、申請書を農業委員会を経由して都道府県知事に提出し
なければならない（四条一項）、農業委員会は、その許可が都道府県知事の権限に
属する申請書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日から起算して四〇
日以内に、これに意見書を付して都道府県知事に進達しなければならない（四条三
項、二条三項）とし、他方、農業委員会を経由して申請書を提出する場合におい
て、当該農業委員会の農地部会の会議が四〇日以内に開かれる見込みのないことが
明らかなときその他相当の事由があるときは、農業委員会を経由しないで直接知事
に提出でき（四条三項、二条四項）、農業委員会に申請書を提出した後において
も、当該農業委員会が四〇日以内に知事に進達しなかつた場合には、当該申請を取
り下げる旨を当該農業委員会に通知し、当該申請書と同一の内容の申請書を農業委
員会を経由しないで都道府県知事に提出することができると定めている。
（二）　ところで、本件申請は、控訴人Ａが駐車場に供する目的で農地転用許可を
受けていた土地につき、これを承継した控訴人会社が事業計画を旅館増築目的に変
更することの承認を求めるものであり、農地法四条三項は、転用の許可は条件をつ
けてすることができるとしており、右条件として転用目的を限定することも許さ



れ、転用目的に違反する行為については転用許可がなかつたものとして取り扱われ
るから、転用目的を変更することも都道府県知事の許可を要するものと解するのが
相当であり、その手続についても前記省令が適用されるべきであるところ、本件通
達（農地転用許可後の転用事業の促進等に関する事務処理について―昭和五一年九
月三〇日構改Ｂ一九三九号構造改善局長通達）によれば、事業計画変更申請書は、
都道府県知事の農地転用許可に係るものにあつては農業委員会を経由して都道府県
知事に提出させるものとし（第二２（１））、経由庁は、申請書を受理したとき
は、申請に係る事業計画変更について意見を付して許可権者に進達し（同
（４））、許可権者は、経由庁から進達された申請書を受理したときは、その内容
を審査し、必要があれば現地調査等を行い、承認、不承認を決定し、経由庁を経由
して、その旨を申請者に通知する（同（５））ものと定め、石川県農地関係事務処
理要領（昭和五八年三月一八日農政発第七七農林水産部長通達）においては、農業
委員会は、変更申請書の提出があつた場合には、申請書に受付印等を押し受付年月
日を明らかにし、許可取消によつて効率的に農地として利用されないか、許可目的
達成困難は転用事業者の故意等によらないか、変更後の転用事業の必要性等につい
て審査し、その申請の承認又は不承認の意見を決定した後、その意見を付して変更
申請書を知事に進達するものとしている。
（三）　そうすると、事業計画変更承認申請は、農地法四条による農地転用の許可
と同様、知事に許可権限があるところ、前記省令によりその申請は農業委員会を経
由してすることとされているが、農業委員会は独立の行政処分をする権限を有する
ものではなく、農業委員会の受理、審査、意見書の作成、知事への進達は知事の一
機構としての行為というべきであるから、同進達は行政機関相互間の行為に過ぎ
ず、国民の権利義務を形成し、又は確定する効力を有する行政処分とはいえない。
したがつて、控訴人らが被控訴人委員会に対してした本件事業計画変更承認申請に
ついて、改めて知事に対し直接申請書を提出することなく、同被控訴人が何らの処
分をしないことが違法であると主張するならば、知事を被告とすべきであり、同被
控訴人は被告適格を有しない。また同被控訴人自身の不作為の違法を主張するので
あれば、同被控訴人が知事に申請書を進達する行為は行政処分といえないから、訴
訟要件を欠く。すると控訴人会社の右主張はいずれも理由がない。
三　よつて、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の
負担について民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決す
る。
（裁判官　井上孝一　井垣敏生　紙浦健二）
(原裁判等の表示)
○　主文
一　本件訴えをいずれも却下する。
二　訴訟費用は原告らの負担とする。
○　事実
第一　当事者の求めた判決
一　原告ら
１　原告らが昭和五八年六月二五日に建築基準法六条に基づいて被告津幡町長に対
してした建築確認申請について、同被告が何らの処分をしないことが違法であるこ
とを確認する。
２　原告らが昭和五八年一一月一日に都市計画法二九条に基づいて被告津幡町長に
対してした開発許可申請について、同被告が何らの処分をしないことが違法である
ことを確認する。
３　原告らが昭和五八年一一月一日に農地法四条に基づいて被告津幡町農業委員会
に対してした農地転用許可後の事業計画変更承認申請について、同被告が何らの処
分をしないことが違法であることを確認する。
４　訴訟費用は被告らの負担とする。
二　被告ら
１　原告らの請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。
第二　当事者の主張
一　請求原因
１　原告らは、昭和五四年一二月頃から旅館、飲食店、ホテル等を経営し、石川県
河北郡＜地名略＞において、昭和五五年四月二八日にホテルクイーンの名称で旅館
を建築して旅館業を営む者であり、原告Ａは後記４の農地転用許可後の事業計画変



更承認申請についての当初計画者、同三愛興業有限会社（以下「原告会社」とい
う。）はその承継者である。
２　右旅館の敷地面積は一一五七平方メートル、建物延面積は八二四平方メートル
であるが、原告らは、右旅館について、従来駐車場にしていた土地八六七平方メー
トルの上に八二六平方メートルの建物を増築することを計画し、昭和五八年六月二
五日、建築基準法六条に基づいて、被告津幡町長（以下「被告町長」という。）に
石川県建築主事（以下「県建築主事」という。）宛の建築確認申請書を提出し、県
建築主事に進達するよう求めた。なお、右申請書を被告町長に提出したのは、津幡
町が建築主事を置いていないため、従来の慣行によつてそのようにしたものであ
る。
３　これに対して、津幡町は、同年八月九日、前記建築確認申請書の受理につい
て、その前提として、原告らに対し、都市計画法二九条に基づく開発行為許可申
請、及び昭和五一年九月三〇日付五一構改Ｂ一九三九号構造改善局長通達（以下
「本件通達」という。）に基づく農地法四条の農地転用許可後の事業計画変更承認
申請をして、前者については石川県知事（以下「県知事」という。）の許可を、後
者については同知事の承認を受けるよう同町都市計画課長名で指導した。
４　津幡町の右指導は不当なものであつたが、原告らは、不承ながらもこれに従
い、昭和五八年一一月一日、被告町長に対し都市計画法二九条に基づく県知事宛の
開発行為許可申請書を、被告津幡町農業委員会（以下「被告委員会」という。）に
対し本件通達に基づく同知事宛の農地転用許可後の事業計画変更承認申請書を提出
した。
５　しかし、被告らは、右開発行為許可申請については土地改良区長及び隣地所有
者の同意書を、また事業計画変更承認申請については隣地所有者及び生産組合長の
同意書並びに土地改良区長の意見書の添付を要求してその受理を拒絶し、昭和五九
年四月九日に至つて原告らに前記建築確認申請書、開発行為許可申請書及び事業計
画変更承認申請書をいずれも返却し、今日まで右各申請に対して何らの処分もしな
い。
６　以下の（一）ないし（三）によれば、原告の右各申請についての被告らの不作
為は違法である。
（一）　建築確認は建築主事の権限に属する事項であり、町に建築主事を置いてい
ない場合には町長が県からの委嘱によりその申請の受付及び受理を行つている。そ
の場合、町長としては、書類の具備の有無を審査し、形式的用件が具備されている
ときは受付印を押し、進達書を添付して県土木事務所へ送付し、県建築主事に進達
すべき義務があり、仮にそうでないとしても原告らに対し何らかの応答をすべき義
務がある。そして、県建築主事が申請書の進達を受けた場合には、建築物の種別に
より、受理の日から七日以内もしくは二一日以内に建築確認もしくは不適合認定の
通知をすることとなつている。このように「受理」を法律上明記している以上、右
申請に対する処分を濫りに延ばすことは許されない。そうであるところ、本件建築
確認申請は法令に定められた基準に適合するものであつたにもかかわらず、被告町
長において前記のとおり申請書を原告らに返却し、今日に至るまで県建築主事にこ
れを進達せず、原告らに対し何らの応答もしないのは違法な不作為というべきであ
る。
なお、本件のような場合、右申請の窓口は町長であり、住民は町長を通じて申請す
るしかないのであるから、町長が県建築主事に進達しなければ、申請者は当該申請
が建築基準法に適合するか否かの審査さえ受けられず、国民の権利を不当に奪うこ
とになる。すなわち、町長が県建築主事に申請書を進達するか否かは国民の権利義
務の形成に直接関係するから、進達は行政処分である。
（二）　開発行為許可申請についても、被告町長は、相当期間内にその申請書を県
知事に進達すべき義務があるのに、今日に至るまでそれをしないのは違法な不作為
というべきである。
（三）　事業計画変更承認申請については、その承認の権限は県知事にあるので、
被告委員会としては、右申請書が提出された場合には、法令に照らして要件が具備
されている以上相当期間内に右申請書を県知事に進達すべき義務があり、右進達を
するかどうかについて裁量の余地は全くない。被告委員会は、右申請書に隣地所有
者及び生産組合長の同意書並びに土地改良区長の意見書が添付されていないことを
もつてこれを不適式のものと主張するが、右同意書等の添付は法令上の要件ではな
いし、被告らが右添付の根拠として主張する石川県農地関係事務処理要領も、単に
行政庁間における処理要領を定めたものに過ぎず、国民を拘束するものではない。



そのうえ、同意書等が得られない場合にはその経緯等を記載した書面を添付すれば
足りるものというべきである。そしてまた、右申請においては、同意書等はいわゆ
る被害防除の関係で求められているところ、本件変更後の事業目的は旅館建設であ
ることから、その使用状況や目的等は昭和五四年一二月に前記旅館が建築確認を受
けた当時と何ら変わるところがなく、また被害防除についても原告らは万全の対策
をとつているから、同意書等が得られない理由を記載した上申書を添付すれば、同
意書等に変わるものというべきである。そこで原告らは、同意書等の得られなかつ
た経緯を記載した上申書を添付し、右申請の受理を求めた。
なお、被告委員会は、申請書を直接県知事に提出できることを理由に同被告の進達
義務及び応答義務を否定するが、本件においては申請書を直接県知事に提出するこ
とはできないから、同被告の右主張はその前提を欠いて失当である。仮にそうでな
いとしても、県知事に申請書を直接提出できることは国民に対する救済措置である
にすぎず、農業委員会を免責させる趣旨ではないから、国民が農業委員会に申請書
を提出した以上、同委員会としては一定期間内に進達もしくは応答する義務を負
う。また国民は、農業委員会に申請書を提出した場合、同委員会を経由して県知事
から承認不承認の通知があるものと考えるのが普通であり、同委員会において、直
接県知事に提出しうることを教示せずして、後日不作為の違法を問われた場合にこ
のことを理由として作為義務違反を免れるということはできない。
従つて、被告委員会が今日に至るまで本件事業変更承認申請に対して進達ないし応
答をしないのは、違法な不作為というべきである。
７　よつて、原告らは、被告町長との間で、本件建築確認申請及び本件開発行為許
可申請について同被告らが何らの処分をしないことがいずれも違法であることの確
認を求め、並びに被告委員会との間で、本件事業計画変更承認申請について同被告
が何らの処分をしないことが違法であることの確認を求める。
二　請求原因に対する認否
１　請求原因１は認める。
２　同２のうち、原告会社が昭和五八年六月二五日に被告町長に建築確認申請書を
提出したことは認める。
３　同３のうち、被告町長が原告らに対して建築確認申請書の受理の前提として、
都市計画法に基づく開発行為許可申請及び農地転用許可後の事業計画変更承認申請
をするよう指導したことは認める。
４　同４のうち、右指導に基づいて、昭和五八年一一月一日、原告会社が被告町長
に対し開発行為許可申請書を、原告らが被告委員会に対し農地転用許可後の事業計
画変更承認申請書をそれぞれ提出したことは認める。
５　同５のうち、被告らが昭和五九年四月九日原告らに本件の建築確認申請書、開
発行為許可申請書及び事業計画変更承認申請書をいずれも返却したことは認める。
６　同６について
（一）　のうち、不作為の違法性は争う。
（二）　のうち、被告町長に開発行為許可申請書を県知事に進達すべき義務がある
ことは認める。不作為の違法性は争う。
（三）　のうち、被告委員会に事業計画変更承認申請書を県知事に進達すべき義務
があることは認める。不作為の違法性は争う。
三　被告らの主張
１　原告Ａは、石川県河北郡＜地名略＞ないし＜地名略＞の各土地（以下地番のみ
で表示する。）を所有しているが、右のうち二六八番及び二六九番の各土地につい
て昭和五四年農地転用許可を受け、そこに「モーテルクイーン」なる名称のモーテ
ル類似施設（その実質や使用目的はモーテルと何ら異ならないが、風俗営業等取締
法（現在の題名は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」）で規制
されていたモーテルと構造を若干異にしている。）を建設し、これを経営してい
る。
２　その後、原告Ａは、昭和五七年、＜地名略＞土地（田八六六平方メートル）に
ついて右「モーテルクイーン」の駐車場に供するためと称して農地法四条に基づく
転用許可申請をして同年七月二七日その許可を受け、昭和五八年五月八日右土地の
地目は雑種地に変更された。
３　右転用許可後も右土地は駐車場に利用されないまま、原告会社は、昭和五八年
六月二五日、「モーテルクイーン」の増築のため請求原因２記載のとおり建築確認
申請書を被告町長に提出した。
しかし、右申請については、まず、都市計画法によれば、一五〇〇平方メートル以



上の開発行為については知事の許可を要するものであるところ、「モーテルクイー
ン」の前記昭和五四年の新築時点ではその敷地である二六八番土地及び二六九番土
地の合計面積は一一五〇平方メートルであつて右の許可は不要であつたが、これに
二七〇番土地の面積を加えると合計二〇一六平方メートルとなるので、右増築につ
いては開発行為についての許可が必要であつた。また、右増築部分の敷地に当たる
二七〇番土地は前記のとおり駐車場にする目的で転用されたものであつて建物建築
を予定したものではなかつたため、ここに建物を増築するためには、本件通達に基
づき、農地転用後の事業計画変更についての知事の承認を得る必要があつた。
そこで、被告町長は、原告らに対し、前記建築確認申請の前提として、右の開発行
為許可及び事業計画変更承認の各申請をするよう指導した。
４　右指導を受けて、原告会社は開発行為許可申請書を被告町長へ、また原告らは
事業計画変更承認申請書を被告委員会へそれぞれ提出したが、右申請はいずれも必
要書類を具備していなかつた。
すなわち、開発行為許可申請については、都市計画法三二条の「公共施設の管理者
の同意」に準じて区長の同意を要し、また慣行により開発にかかる土地の隣地の所
有者の同意を要するものと考えられるにもかかわらず、その同意書が添付されてお
らず、また事業計画変更承認申請についても、その申請手続は石川県農地関係事務
処理要領（昭和五八年三月一八日農政発第七七号農林水産部長通達）によつて処理
されているところ、右通達によれば、隣地所有者の同意書、土地改良区長の意見書
及び生産組合長の同意書が必要とされているにもかかわらず右申請にはこれらが添
付されていなかつた。
そこで被告らは、原告らに対し右必要書類を添付するよう指示し、それまでは右開
発行為許可申請及び事業計画変更承認申請の正式受理を留保した。
５　その後、相当期間が経過しても右必要書類が具備されなかつたので、被告ら
は、本件建築確認申請、開発行為許可申請及び事業計画承認申請について最終的に
いずれも不受理とし、関係書類を原告らに返却した。
６　なお、被告町長は、津幡町社会環境整備等に関する条例（昭和五四年七月二日
条例一〇号）に基づいて、原告らに対し「モーテルクイーン」の増築を中止するよ
う再三勧告したが、原告らはこれに全く耳を貸そうとせず、今日に至つている。
７　（一）建築確認申請については、石川県の建築基準法施行細則（昭和四八年六
月一日規則四二号。以下「細則」という。）により、申請書は市町村長を経由して
県建築主事に進達されることとなつている。市町村長は、申請書を受けたときは、
記載事項及び添付書類の具備、手数料の納付等を確認してこれを県建築主事に進達
するのであるが、本件においては開発行為についての県知事の許可及び農地転用後
の事業計画変更についての県知事の承認を経ていないという重大かつ明白な要件の
欠缺があつたため、被告町長はまず右の許可及び承認を得るよう原告らに指導して
申請書類を返却したものであつて、同被告の右行為には何ら違法はない。また、
「細則」によれば、建築確認申請書は直接県建築主事に提出することもできるので
あるから、被告町長の不作為を論ずるのは無意味である。
（二）　開発行為許可申請については、前記のとおり同意書が添付されていないと
いう重大かつ明白な要件の欠缺があつたので申請書類を返却したに過ぎず、被告町
長には何ら違法な不作為はない。
（三）　事業計画変更承認申請についても、被告委員会としては、前記の同意書等
がなかつたためその正式受理を留保したのであつて、同被告に何ら違法な不作為は
なく、かつ右申請書も直接県知事に提出でき、同被告においてそのようにするよう
指示、指導しているから、同被告の不作為を論ずることは意味がない。
第三　証拠（省略）
○　理由
一　請求原因１は、当事者間に争いがない。
二　本件建築確認申請について
１　原告会社が昭和五八年六月二五日に被告町長に対して県建築主事宛の本件建築
確認申請書を提出したことは、当事者間に争いがない。しかし、原告Ａが右申請行
為をしたことを認めるに足りる証拠はないから、同原告は、本件訴えのうち右申請
についての不作為の違法確認を求める原告適格を有しない。
２　ところで、建築確認は建築主事が行うものである（建築基準法六条）ところ、
津幡町には建築主事が置かれていない（被告町長は明らかに争わないからこれを自
白したものとみなす。）から、同町における建築確認に関する事務は県建築主事が
つかさどることになる（同法四条五項）。そして、成立に争いのない乙第三、第四



号証によれば、石川県においては、「細則」二条、市町村建築行政事務処理要綱二
条及び三条、土木事務所における建築基準法関係事務処理要領二条、五条及び六条
により、建築確認申請は当該建築物の所在する区域を管轄する市町村長において受
け付け、市町村長から申請書を当該管轄の土木事務所長に進達し、これを受けた土
木事務所においては、職務分掌に従い、土木事務所建築主事において建築確認を行
うかあるいは土木事務所長から申請書を本庁の建築住宅課建築主事に進達すること
となつていることが明らかである。そうすると、建築確認申請書を受け付けた市町
村長は土木事務所長にこれを進達するにすぎないところ、右にいう進達は行政機関
相互間の行為であつて、申請者その他国民の具体的権利義務を形成しまたは確定す
る効力を有せず、これを行政処分と解することはできない（最高裁判所昭和三七年
七月二〇日第二小法延判決、民集一六巻八号一六二一頁参照）。また、他に被告町
長が右申請について行政処分としての何らかの応答をすべき義務を負つているもの
とは考えられない。従つて、原告会社の本件訴えのうち右申請についての被告町長
の不作為の違法性の確認を求める部分は訴訟要件を欠くこととなる。
三　本件開発行為許可申請について
１　原告会社が、昭和五八年一一月一日、被告町長に対して県知事宛の本件開発許
可申請書を提出したことは、当事者間に争いがない（その根拠法令は、都市計画法
二九条の外、同法附則四項、同法施行令附則四条の二但書、石川県都市計画法施行
細則（昭和四五年六月二〇日規則三七号）附則二項であると考えられる。）。しか
し、原告Ａが右申請行為を行つたことを認めるに足りる証拠はないから、同原告
は、本件訴えのうち右申請についての不作為の違法確認を求める原告適格を存しな
い。
２　ところで、開発行為許可は都道府県知事が行うものである（都市計画法附則四
項）ところ、石川県においては、都市計画法施行細則四条により、右の許可申請書
は当該開発区域を管轄する市町長を経由して提出し、これを受理した市町長は、所
定の事項について調査のうえ、意見を付して当該管轄の土木事務所長へ進達するこ
とになつていることが明らかである。そうすると、本件申請書を受理した被告町長
はこれを土木事務所長に進達するにすぎないところ、前記二２において説示したの
と同様、右の進達を行政処分と解することはできず、他に被告町長が右申請につい
て何らかの行政処分をすべき義務を負つているとは考えられない。従つて、原告会
社の本件訴えのうち右申請についての被告町長の不作為の違法の確認を求める部分
は訴訟要件を欠くこととなる。
四　本件事業計画変更承認申請について
１　原告らが、昭和五八年一一月一日、被告委員会に対して県知事宛の本件事業計
画変更承認申請書を提出したことは、当事者間に争いがない。
２　ところで、本件通達は、農地法四条による農地転用許可後も当該許可に係る土
地が転用目的に供されないまま相当長期にわたり放置されている事例が散見される
ことは国土資源の有効利用及び農地法の励行の上からみて看過しえないことである
として、一定の転用事業実施の促進措置を講じてもなお許可目的を達成することが
困難と認められる事案である場合において、転用事業者が許可に係る目的の変更を
希望するとき、または当該転用事業者に代わつて許可に係る土地について転用を希
望する者（承継者）があるときは、転用事業者ないし承継者に事業計画変更承認の
申請を行わせ、許可権者においてその承認をすることができると定めている。
そうであるところ、いずれも成立に争いのない乙第一、第六号証によれば、右の承
認権者は都道府県知事であるが、本件通達により、都道府県知事の転用許可にかか
るものについては農業委員会に右の承認申請書を提出し、農業委員会において意見
を付して知事に通達するものとされていることが明らかである。しかるに、前記二
２で説示したのと同様、この進達も行政機関相互間の行為であつて行政処分ではな
いというべきであるから、本件訴えのうち右申請についての被告委員会の不作為の
違法の確認を求める部分は訴訟要件を欠くこととなる。
五　結論
以上によれば、原告らの本件訴えはいずれも不適法であるからこれを却下すること
とし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条、九三条一項本文
を適用して、主文のとおり判決する。


